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検
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三

規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
ヲ
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
第

八
十
七
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
八
号
イ
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五

項
」
に
改
め
、「
認
定
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画

の
認
定
」
を
加
え
、
同
号
ニ
中
「
及
び
第
九
条
第
一
項
」
を
削
り
、「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
」
の
下
に
「
及
び

長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
」
を
加
え
、
同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ヘ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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ホ　

第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
ヲ
及
び
ワ
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
経
済
商
工
観
光
部
長
の
雇
用
対
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七　

労
働
者
協
同
組
合
法
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

特
定
労
働
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協
同
組
合
の
認
定
の
取
消
し
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び
公
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（
第
九
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四
条
の
十
九
）

　
　

ロ　

法
令
等
の
違
反
に
対
す
る
処
分
（
第
百
二
十
七
条
）

　

同
表
雇
用
対
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

労
働
者
協
同
組
合
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

成
立
の
届
出
の
受
理
（
第
二
十
七
条
）

　
　

ロ　

役
員
変
更
の
届
出
の
受
理
（
第
三
十
三
条
）

　
　

ハ　

役
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
措
置
（
第
三
十
七
条
）

　
　

ニ　

総
会
の
招
集
に
係
る
承
認
（
第
六
十
条
）

　
　

ホ　

定
款
変
更
の
届
出
の
受
理
（
第
六
十
三
条
）

　
　

ヘ　

解
散
の
届
出
の
受
理
（
第
八
十
条
）

　
　

ト　

休
眠
組
合
に
係
る
公
告
及
び
公
告
し
た
旨
の
通
知
（
第
八
十
一
条
）

　
　

チ　

組
合
継
続
の
届
出
の
受
理
（
第
八
十
二
条
）

　
　

リ　

合
併
の
届
出
の
受
理
（
第
九
十
一
条
）

　
　

ヌ　

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
認
定
及
び
公
示
（
第
九
十
四
条
の
三
、
第
九
十
四
条
の
八
）

　
　

ル　

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
場
所
の
変
更
の
認
定
（
第
九
十
四
条
の
九
）

　
　

ヲ�　

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
名
称
又
は
代
表
理
事
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
公
示
（
第
九
十
四
条
の

十
）

　
　

ワ　

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
合
併
の
公
示
（
第
九
十
四
条
の
十
六
）

　
　

カ　

特
定
労
働
者
協
同
組
合
の
清
算
結
了
の
届
出
の
受
理
及
び
公
示
（
第
九
十
四
条
の
十
八
）

　
　

ヨ　

報
告
の
徴
取
及
び
検
査
（
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
）

　
　

タ　

意
見
聴
取
（
第
百
二
十
八
条
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　�

会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
宮
城

県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
令
和
三
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
月
一
日
」
に
、「
七
号
俸
」
を
「
十
一
号
俸
」
に
、「
十

三
万
九
千
六
百
円
」
を
「
十
四
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

東
松
島
市
大
曲
字
上
納
前
二
八
の
三
、
二
九
の
三
、
三
〇
の
一
、
三
一
の
一
、
三
二
の
三
、
八
六
の
三
、
八
七
の

一
、
八
八
の
一
、
八
九
の
三
、
一
四
二
の
一
、
一
四
四
の
三
、
字
関
の
内
一
五
五
の
三
、
一
五
六
の
一
、
一
五
七
の

一
、
一
五
八
の
一
、
一
五
九
の
三
、
二
〇
五
の
三
、
二
〇
六
の
一
、
二
〇
七
の
一
、
二
〇
八
の
一
、
二
〇
九
の
三
、

二
六
一
の
三
、
二
六
二
の
一
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二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

東
松
島
市
野
蒜
字
南
余
景
六
八
の
二
八
〇
・
六
八
の
二
八
一
・
六
九
・
字
洲
崎
七
一
の
三
六
六
・
七
一
の
三
六
七

（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

�　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
海
聖
建
設

根
岸　

敬

仙
台
市
若
林
区
今
泉
字
小
在
家
東
九
十
二
番
地

の
二

般－

三

第
二
万
九
百
四
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

株
式
会
社
海
聖
建
設
の
役
員
が
、
令
和
四
年
六
月
十
日
付
け
で
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
に
該
当
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

丸
森
霊
山
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
か
ら�

同
郡
同
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
ま
で

前

　

四
・
一
～

�

四
・
二

�

三
・
〇

後

　

四
・
二
～

�

七
・
〇

�

三
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
か
ら�

同
郡
同
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
ま
で

前

　

五
・
一
～

�

一
六
・
二

�

六
一
・
〇

後

　

六
・
七
～

�

二
一
・
一

�

六
一
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
無
番
地
先
か
ら�
同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
八
番
一
地
先
ま
で

前

　

四
・
六
～

�

七
・
二

�

七
五
・
〇

後

　

五
・
六
～

�

二
九
・
二

�

七
五
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
か
ら�

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
二
一
番
四
地
先
ま
で

前

　

五
・
四
～

�

二
九
・
二

�

三
七
一
・
〇

後

　

五
・
四
～

�

二
九
・
二

�

三
七
一
・
〇
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伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
七
一
番
六
地
先
か

ら�同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
ま
で

前

　

六
・
〇
～

�

二
三
・
一

�

二
六
・
〇

後

　

六
・
三
～

�

二
四
・
八

�

二
六
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
か
ら�

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
四
地
先
ま
で

前

　

五
・
七
～

�

七
・
四

�

七
六
・
〇

後

　

五
・
七
～

�

九
・
〇

�

七
六
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
六
地
先
か

ら�同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
六
地
先
ま
で

前

　

五
・
八
～

�

八
・
八

�

七
六
・
〇

後

　

五
・
八
～

�

一
一
・
〇

�

七
六
・
〇

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一
二
二
番
九
地
先
か

ら�同
郡
同
町
筆
甫
字
中
下
四
番
一
八
地
先
ま
で

前

　

三
・
八
～

�

一
三
・
八

�

一
一
八
・
〇

後

　

三
・
八
～

�

一
三
・
八

�

一
一
八
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
名
足
六
三
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
歌
津
字
中
山
二
三
番
二
地
先
ま
で

前

　

八
・
三
～

�

二
二
・
五

�

二
九
五
・
〇

後

　

八
・
三
～

�

二
二
・
五

�

二
九
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
渡
波
字
大
畑
一
四
番
一
三
地
先
か
ら

同
市
渡
波
字
大
浜
無
番
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
大
原
浜
京
地
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
原
浜
戸
泥
一
三
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

十
月
一
日

石
巻
市
給
分
浜
羽
黒
下
三
番
一
三
地
先
か
ら

同
市
給
分
浜
羽
黒
下
六
番
九
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日



（5）　令和４年９月30日　金曜日 第342号宮　　城　　県　　公　　報

県

道

丸
森
霊
山
線

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

九
月
三
十
日

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
東
山
二
八
番
七
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
東
山
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
八
番
一
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
二
一
番
四
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
七
一
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
四
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
川
下
三
七
二
番
六
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一
二
二
番
九
地
先
か
ら

同
郡
同
町
筆
甫
字
中
下
四
番
一
八
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

泊
崎
半
島
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
名
足
六
三
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
中
山
二
三
番
二
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

岩
沼
市
早
股
松
原
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

渋
谷
商
事
株
式
会
社

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
手
倉
田
字
諏
訪
六
百
六
十
九
番
地
の
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
九
月
五
日

公

告

〇
宮
城
県
の
任
用
、
給
与
、
勤
務
条
件
等
の
人
事
行
政
運
営
の
全
般
を
明
ら
か
に
し
、
人
事
行
政
に
お
け
る
公
正
性
及

び
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二

十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮
城
県
の
令
和
三
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
及
び
人
事
委
員
会
の

業
務
の
状
況
に
つ
い
て
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
十
一
号

　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
十
五
項
中
「
令
和
三
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
月
一
日
」
に
、「
七
号
俸
」
を
「
十
一
号
俸
」
に
、「
十

三
万
九
千
六
百
円
」
を
「
十
四
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
四
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

　
　
　�
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給

与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に

関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
令
和
三
年
十
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
月
一
日
」
に
、「
七
号
俸
」
を
「
十
一
号
俸
」
に
、「
十

三
万
九
千
六
百
円
」
を
「
十
四
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
五
号

　

令
和
四
年
五
月
二
十
二
日
執
行
の
石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
係
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
石
巻
市
広
渕
字
町
一

八
八
番
地　

木
村
紀
斗
か
ら
申
立
て
の
あ
っ
た
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
次

の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

裁
　
　
　
決
　
　
　
書

�
審
査
申
立
人
　
住
所
　
石
巻
市
広
渕
字
町
188番

地
　
　

�
氏
名
　
木
　
村
　
紀
　
斗
　
　
　
�　
　

　
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
４
年
７
月
７
日
に
提
起
さ
れ
た
令
和
４
年
５
月
22日

執
行

の
石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て

に
つ
い
て
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。）
は
，
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主
　
　
　
　
　
文

　
本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
申
立
て
の
要
旨

　
申
立
人
は
，
本
件
選
挙
に
つ
い
て
，
令
和
４
年
６
月
１
日
に
石
巻
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い

う
。）
に
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
人
30人

の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
，
市
委
員
会
は
，
同

年
６
月
24日
に
こ
れ
を
棄
却
す
る
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。）
を
し
た
。

　
申
立
人
は
，
原
決
定
を
不
服
と
し
て
，
令
和
４
年
７
月
７
日
，
当
委
員
会
に
対
し
，
こ
の
原
決
定
を
取
り
消
し
，
本

件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
，
そ
の
理
由
及
び
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
審
査
申
立
書
及
び
反

論
書
を
基
に
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
�　
市
委
員
会
の
原
決
定
の
判
断
で
は
，
い
し
の
ま
き
市
議
会
だ
よ
り
（
以
下
「
議
会
だ
よ
り
」
と
い
う
。）
は
選
挙

運
動
を
目
的
と
し
た
文
書
図
画
で
は
な
い
と
の
こ
と
だ
が
，
本
件
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
に
配
布
さ
れ
た
議
会
だ

よ
り
N
o72に

は
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
が
表
示
さ
れ
て
お
り
，
公
職
選
挙
法
（
昭
和
25年
法
律
第
100号

。
以
下
「
公

選
法
」
と
い
う
。）
第
146条

第
１
項
に
違
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

２
�　
議
会
だ
よ
り
の
配
布
時
期
に
つ
い
て
，
議
会
だ
よ
り
N
o68で

令
和
３
年
度
か
ら
月
の
下
旬
に
変
更
と
な
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
議
会
だ
よ
り
N
o72は

，
な
ぜ
下
旬
で
は
な
く
，
選
挙
運
動
期
間
中
に
配
布

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
原
決
定
で
は
，
議
会
だ
よ
り
が
選
挙
運
動
を
目
的
と
し
た
文
書
図
画
で
は
な
い

こ
と
や
，
石
巻
市
議
会
は
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
で
は
な
く
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
な
い
と
の
回

答
に
終
始
し
，
公
選
法
第
146条

違
反
と
な
る
文
書
図
画
頒
布
の
争
点
に
明
確
に
触
れ
て
い
な
い
。

３
�　
市
委
員
会
の
判
断
が
正
当
と
な
る
な
ら
ば
，
こ
れ
に
よ
っ
て
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
の
自
由
な
判
断
に
よ

る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
，「
選
挙
の
自
由
，
公
正
の
原
則
」
が
失
わ
れ
る
。
こ
れ
は
，
公
選
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
り
，

選
挙
無
効
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

４
�　
市
委
員
会
は
公
選
法
第
146条

に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
３
つ
の
要
件
を
示
し
弁
明
し
て
い
る
が
，
本
件
選
挙
の

他
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
（
以
下
「
当
該
ビ
ラ
」
と
い
う
。）
に
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
あ
り
，
そ
の
リ
ン
ク
先

を
確
認
す
る
と
，
特
定
の
候
補
者
の
辞
職
勧
告
決
議
の
様
子
や
公
職
の
候
補
者
（
現
職
）
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
議

席
立
札
が
認
識
で
き
る
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
内
容
は
客
観
的
に
公
序
良
俗
に
反
し
，市
委
員
会
の
要
件
に
照
ら
し
て
も
，

公
選
法
第
146条

第
１
項
に
違
反
す
る
。

　
�　
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
で
は
，
候
補
者
等
の
選
挙
の
取
締
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
は
選
挙
無
効
事

由
に
当
た
ら
な
い
と
し
つ
つ
，「
も
っ
と
も
，
か
よ
う
な
違
法
行
為
で
も
，
そ
の
た
め
に
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全

般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
，
選
挙
の
自
由
公
正

が
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
，
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。」



（7）　令和４年９月30日　金曜日 第342号宮　　城　　県　　公　　報
と
判
示
さ
れ
て
お
り
，
当
該
ビ
ラ
や
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
等
が
記
載
さ
れ
た
議
会
だ
よ
り
に
よ
り
，
特
段
の
事
情

が
生
じ
，
選
挙
人
の
自
由
な
投
票
が
妨
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
�　
文
書
図
画
の
内
容
自
体
が
甚
だ
し
く
公
序
良
俗
に
反
し
妥
当
性
を
持
た
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
明
白
で
あ
り
，
市

委
員
会
は
任
意
で
訂
正
を
勧
告
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
公
職
の
候
補
者
（
現
職
）
の
氏
名
等
や
特
定
の
候
補
者
に
関
し

て
事
実
を
歪
め
た
内
容
を
掲
載
し
た
公
序
良
俗
に
反
す
る
議
会
だ
よ
り
及
び
当
該
ビ
ラ
を
選
挙
運
動
期
間
中
に
頒
布

す
れ
ば
，
選
挙
人
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
が
阻
害
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
，
公
選
法
第
142条

，

同
法
第
146条

第
１
項
に
違
反
す
る
議
会
だ
よ
り
及
び
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
発
行
頒
布
は
，
本
件
選
挙
を
無
効
な
ら

し
め
る
。

裁
決
の
理
由

　
当
委
員
会
は
，
本
件
審
査
の
申
立
て
が
要
件
を
備
え
て
い
る
た
め
，
適
法
と
認
め
て
受
理
し
，
市
委
員
会
か
ら
審
査

申
立
書
に
対
す
る
弁
明
書
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
，
職
権
で
市
委
員
会
等
か
ら
物
件
の
提
供
を
求
め
た
。
ま
た
，
申

立
人
か
ら
弁
明
書
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
受
け
る
と
と
も
に
，
申
立
人
に
口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
，
併
せ

て
市
委
員
会
等
に
質
問
を
行
う
な
ど
，
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
　
選
挙
無
効
の
判
断
基
準

　
�　
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
，
公
選
法
第
205条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ

る
と
き
で
，
か
つ
，
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
�　
こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
と
は
，「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙
の
管

理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
，
又
は
直
接
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
，
選

挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
，
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
指

称
し
，
選
挙
人
，
候
補
者
，
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
の
行
為
の
ご
と
き
は
，
こ
れ

に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
。」（
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
で
は
，
か
か
る

違
法
行
為
も
多
か
れ
少
な
か
れ
選
挙
の
結
果
に
影
響
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
，
公
職
選
挙
法
は
そ
の
違
反
者

を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
事
項
の
遵
守
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
，
そ
の
違
法
行
為
の
た
め

に
選
挙
を
無
効
と
し
て
再
選
挙
を
行
う
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
，「
か
よ

う
な
違
法
行
為
で
も
，
そ
の
た
め
に
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た

よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
，
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
，
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。」（
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
）
と
も
判

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，「
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
以
外
の
者
の
行
為
で
あ
っ
て
も
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
密

接
に
関
連
す
る
者
が
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
，
選
挙
の
自
由
公
正
の
原

則
を
著
し
く
阻
害
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
に
当

た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
最
高
裁
判
所
平
成
14年
７
月
30日
判
決
）
と
も
判
示
さ
れ
て
い
る
。

　
�　
な
お
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
関
す
る
規
定
違
反
の
ほ
か
に
選
挙
無
効
事
由
と
さ
れ
る
の
は
，「
例
え
ば
官
憲
そ
の

他
に
よ
る
甚
だ
し
き
弾
圧
，
干
渉
，
妨
害
，
又
は
広
範
囲
に
亘
る
買
収
誘
惑
等
の
た
め
到
底
選
挙
法
の
理
念
と
す
る

自
由
，
公
正
な
投
票
が
期
待
し
が
た
い
よ
う
な
事
由
が
あ
る
場
合
を
指
称
す
る
も
の
で
，
候
補
者
，
選
挙
運
動
者
又

は
選
挙
人
等
に
選
挙
法
の
取
締
規
定
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
，
か
か
る
事
由
は
右
に
い
わ
ゆ
る
選
挙
の
規

定
に
違
反
す
る
場
合
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。」（
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
30年
８

月
26日
判
決
）
と
の
限
定
的
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
�　
次
に
，「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
，「
そ
の
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
，
選
挙
の
結

果
，
す
な
わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
，
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
っ
た
結
果
の
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う

も
の
」（
最
高
裁
判
所
昭
和
29年
９
月
24日
判
決
）
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

２
　
選
挙
の
無
効
に
つ
い
て
の
判
断

　
�　
上
記
１
を
踏
ま
え
て
，
申
立
人
の
理
由
等
が
本
件
選
挙
の
無
効
と
さ
れ
る
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

　
�　
申
立
人
は
，
本
件
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
に
，
石
巻
市
議
会
に
よ
っ
て
議
会
だ
よ
り
N
o72が

市
内
全
戸
に
配

布
さ
れ
た
こ
と
及
び
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
掲
載
し
公
序
良
俗
に
反
す
る
当
該
ビ
ラ
の
頒
布
が
，
公
選
法
に
違
反
す
る
と
主

張
し
て
い
る
。

　
�　
第
一
に
，
議
会
だ
よ
り
N
o72の

全
戸
配
布
及
び
当
該
ビ
ラ
の
頒
布
に
つ
い
て
で
あ
る
が
，
仮
に
公
選
法
第
142条

等
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
，
い
ず
れ
の
行
為
の
主
体
も
「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
」

で
も
な
け
れ
ば
，「
選
挙
の
管
理
執
行
に
密
接
に
関
連
す
る
者
」
に
も
当
た
ら
ず
，
管
理
執
行
上
の
手
続
に
関
す
る

違
反
に
は
該
当
し
な
い
。

　
�　
第
二
に
，
そ
の
ほ
か
の
選
挙
無
効
事
由
と
し
て
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票

を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
検
討
で
あ
る
が
，
選
挙
人
の
判
断
に

つ
い
て
は
，「
選
挙
に
お
い
て
，
個
々
の
選
挙
人
の
候
補
者
の
選
択
，
投
票
意
思
の
決
定
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
か
は
，
各
人
各
様
」（
最
高
裁
判
所
昭
和
39年
12月
10日

判
決
）
で
あ
っ
て
，
候
補
者
に
よ
る
選
挙
運

動
等
を
通
じ
て
把
握
し
た
候
補
者
の
政
見
や
主
張
等
の
様
々
な
判
断
材
料
を
基
に
，
自
ら
の
意
思
に
よ
り
投
票
先
を

決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
議
会
だ
よ
り
は
，
直
接
的
に
投
票
を
依
頼
す
る
か
の
よ
う
な
趣
旨
は
見
受

け
ら
れ
ず
，
か
つ
，
そ
の
内
容
は
他
の
方
法
で
も
確
認
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
選
挙
人
に
よ
る
候
補
者
の
選
択
に
お

い
て
は
，
影
響
の
程
度
は
あ
れ
ど
，
そ
の
評
価
の
尺
度
も
各
人
各
様
で
あ
り
，
そ
の
他
の
様
々
な
要
因
と
同
様
に
判

断
材
料
の
一
つ
と
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
，
選
挙
人
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
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〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
号

　

令
和
四
年
五
月
二
十
二
日
執
行
の
石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
係
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、
石

巻
市
蛇
田
字
新
東
前
沼
一
一
七
番
地
一　

黒
須
光
男
か
ら
申
立
て
の
あ
っ
た
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
、

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

態
が
生
じ
た
と
ま
で
認
め
る
に
足
る
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
，
当
該
ビ
ラ
の
頒
布
に
つ
い
て
は
，
仮
に
違

反
で
あ
っ
た
と
し
て
も
，そ
の
他
の
候
補
者
の
行
為
で
あ
り
，前
述
の
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
で「
選

挙
人
，
候
補
者
，
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
の
行
為
の
ご
と
き
は
，
こ
れ
に
当
た
る

も
の
で
は
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
上
で
，
な
お
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票

を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
が
生
じ
た
と
ま
で
認
め
る
に
足
る
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
�　
よ
っ
て
，
申
立
人
の
主
張
は
，
い
ず
れ
も
選
挙
無
効
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」

に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
，
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
原
因
と
な
り
得
な
い
。

３
　
結
論

　
　
以
上
の
と
お
り
，
申
立
人
が
主
張
す
る
選
挙
無
効
の
審
査
申
立
て
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。

　
�　
よ
っ
て
，
当
委
員
会
は
，
公
選
法
第
216条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年

法

律
第
68号
）
第
45条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

　
　
令
和
４
年
９
月
26日

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
 員
 長
　
　
皆
　
　
川
　
　
章
 太
 郎
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
小
　
　
野
　
　
純
 一
 郎
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
植
　
　
木
　
　
俊
　
　
哉
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
戸
　
　
井
　
　
秀
　
　
一
　
　
　

裁
　
　
　
決
　
　
　
書

�
審
査
申
立
人
　
住
所
　
石
巻
市
蛇
田
字
新
東
前
沼
117番

地
１
　
　

�
氏
名
　
黒
　
須
　
光
　
男
　
　
　
　
　
　
　
�　
　

　
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。）
か
ら
令
和
４
年
７
月
11日

付
け
で
提
起
さ
れ
た
令
和
４
年
５
月
22日

執
行
の
石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に

関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。）
は
，
次
の
と
お
り

裁
決
す
る
。

主
　
　
　
　
　
文

　
本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
申
立
て
の
要
旨

　
申
立
人
は
，
本
件
選
挙
に
つ
い
て
，
令
和
４
年
５
月
31日
に
石
巻
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い

う
。）
に
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
人
30人

の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
，
市
委
員
会
は
，
同

年
６
月
24日
に
こ
れ
を
棄
却
す
る
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。）
を
し
た
。

　
申
立
人
は
，
原
決
定
を
不
服
と
し
て
，
令
和
４
年
７
月
11日
，
当
委
員
会
に
対
し
，
こ
の
原
決
定
を
取
り
消
し
，
本

件
選
挙
及
び
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
，
そ
の
理
由
及
び
主
張
す
る
と
こ
ろ
を

審
査
申
立
書
及
び
反
論
書
を
基
に
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
�　
本
件
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
に
，
石
巻
市
議
会
が
申
立
人
を
当
選
さ
せ
な
い
目
的
を
も
っ
て
，
い
し
の
ま
き
市

議
会
だ
よ
り
（
以
下
「
議
会
だ
よ
り
」
と
い
う
。）
N
o72を

市
内
各
戸
に
配
布
し
た
こ
と
は
，
公
職
選
挙
法
（
昭
和

25年
法
律
第
100号

。
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。）
第
142条

及
び
同
法
第
146条

第
１
項
に
違
反
す
る
。

２
�　
議
会
だ
よ
り
N
o72に

は
，
申
立
人
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
が
含
ま
れ
て
お
り
，
そ
の
内
容
は
申
立
人
の
議
会

活
動
と
発
言
に
つ
い
て
，
事
実
を
曲
げ
て
記
載
し
て
お
り
，
公
選
法
第
235条

第
２
項
の
虚
偽
事
項
の
公
表
罪
に
該

当
す
る
。
ま
た
，
申
立
人
の
議
会
で
の
質
問
は
石
巻
市
の
復
興
事
業
の
問
題
点
を
問
い
質
す
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
，
発
言
を
制
限
し
，
会
議
録
か
ら
削
除
す
る
こ
と
は
，
憲
法
第
21条
で
保
障
さ
れ
る
表
現
の
自
由
を
侵
害

し
て
お
り
，
そ
の
よ
う
な
議
会
運
営
に
基
づ
く
議
会
だ
よ
り
は
公
選
法
第
148条

及
び
同
法
第
223条

の
２
の
規
定
に

抵
触
し
て
い
る
。
そ
し
て
，
そ
の
よ
う
な
議
会
だ
よ
り
を
市
内
各
戸
に
配
布
し
た
こ
と
は
，
刑
法
（
明
治
40年
法
律

第
45号
）
第
230条

の
名
誉
棄
損
に
該
当
す
る
。

３
�　
申
立
人
が
，
石
巻
市
議
会
事
務
局
に
対
し
て
公
選
法
違
反
の
虞
が
あ
る
旨
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
，
選
挙
後
に
配
布

す
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
違
法
と
認
識
し
た
上
で
議
会
だ
よ
り
N
o72を

配
布
し
た
こ
と
に
な
る
。
極

め
て
悪
質
な
選
挙
妨
害
で
あ
り
，
申
立
人
が
前
回
選
挙
か
ら
大
幅
に
得
票
数
を
減
じ
落
選
し
た
の
は
，
議
会
だ
よ
り

N
o72の

配
布
が
大
き
な
要
因
で
あ
り
，
石
巻
市
当
局
，
石
巻
市
議
会
及
び
市
委
員
会
が
共
謀
し
て
申
立
人
を
落
選

さ
せ
る
た
め
周
到
な
工
作
を
行
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

４
�　
議
会
だ
よ
り
N
o72は

，
現
職
議
員
の
議
会
活
動
を
報
じ
て
い
る
も
の
で
，
申
立
人
を
除
く
現
職
議
員
に
有
利
な
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で
，
選
挙
の
公
平
性
に
欠
く
も
の
で
あ
る
。

５
�　
市
委
員
会
の
原
決
定
で
，
選
挙
無
効
の
原
因
と
な
る
べ
き
違
法
理
由
を
次
の
と
お
り
挙
げ
て
い
る
が
，
本
件
選
挙

の
選
挙
運
動
期
間
中
に
議
会
だ
よ
り
N
o72を

配
布
し
た
こ
と
は
，
選
挙
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
選
挙
の
自
由
公
正

の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
，
本
件
選
挙
は
無
効
で
あ
る
。

　
　
ア
�　
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
は
，
主
に
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙
の
管
理
執
行
手
続
に
関

す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
。

　
　
イ
�　
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
，
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た

こ
と
を
指
称
す
る
こ
と
。

　
　
ウ
�　
傍
論
と
し
て
「
も
っ
と
も
，
か
よ
う
な
違
法
行
為
で
も
，
そ
の
た
め
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自

由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
，
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ

れ
た
も
の
と
し
て
，
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
」
と

判
示
さ
れ
て
い
る
。（
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
）

裁
決
の
理
由

　
当
委
員
会
は
，
本
件
審
査
の
申
立
て
が
要
件
を
備
え
て
い
る
た
め
，
適
法
と
認
め
て
受
理
し
，
市
委
員
会
か
ら
審
査

申
立
書
に
対
す
る
弁
明
書
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
，
職
権
で
市
委
員
会
等
か
ら
物
件
の
提
供
を
求
め
た
。
ま
た
，
申

立
人
か
ら
弁
明
書
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
受
け
る
と
と
も
に
，
申
立
人
に
口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
，
併
せ

て
市
委
員
会
等
に
質
問
を
行
う
な
ど
，
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
　
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て

　
⑴
　
選
挙
無
効
の
判
断
基
準

　
　
�　
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
，
公
選
法
第
205条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が

あ
る
と
き
で
，
か
つ
，
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
　
�　
こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
と
は
，「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙
の

管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
，
又
は
直
接
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が
な
く
と

も
，
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
，
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る

こ
と
を
指
称
し
，
選
挙
人
，
候
補
者
，
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則
規
定
違
反
の
行
為
の
ご
と

き
は
，
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
。」（
最
高
裁
判
所
昭
和
61年
２
月
18日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決

で
は
，
か
か
る
違
法
行
為
も
多
か
れ
少
な
か
れ
選
挙
の
結
果
に
影
響
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
，
公
職
選
挙

法
は
そ
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
事
項
の
遵
守
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
，
そ

の
違
法
行
為
の
た
め
に
選
挙
を
無
効
と
し
て
再
選
挙
を
行
う
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
，「
か
よ
う
な
違
法
行
為
で
も
，
そ
の
た
め
に
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断

に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
，
選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
も
の
と

し
て
，
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。」（
最
高
裁
判
所
昭

和
61年
２
月
18日

判
決
）
と
も
判
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，「
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
以
外
の
者
の
行
為
で

あ
っ
て
も
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
密
接
に
関
連
す
る
者
が
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
の
自
由
な
判
断
に
よ
る

投
票
を
妨
げ
，
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
を
著
し
く
阻
害
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
，
選
挙
の

規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
最
高
裁
判
所
平
成
14年
７
月
30

日
判
決
）
と
も
判
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
�　
な
お
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
関
す
る
規
定
違
反
の
ほ
か
に
選
挙
無
効
事
由
と
さ
れ
る
の
は
，「
例
え
ば
官
憲
そ

の
他
に
よ
る
甚
だ
し
き
弾
圧
，
干
渉
，
妨
害
，
又
は
広
範
囲
に
亘
る
買
収
誘
惑
等
の
た
め
到
底
選
挙
法
の
理
念
と

す
る
自
由
，
公
正
な
投
票
が
期
待
し
が
た
い
よ
う
な
事
由
が
あ
る
場
合
を
指
称
す
る
も
の
で
，
候
補
者
，
選
挙
運

動
者
又
は
選
挙
人
等
に
選
挙
法
の
取
締
規
定
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
，
か
か
る
事
由
は
右
に
い
わ
ゆ
る

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。」（
大
阪
高
等
裁
判
所

昭
和
30年
８
月
26日
判
決
）
と
の
限
定
的
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
�　
次
に
，「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
，「
そ
の
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
，
選
挙
の

結
果
，
す
な
わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
，
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
っ
た
結
果
の
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を

い
う
も
の
」（
最
高
裁
判
所
昭
和
29年
９
月
24日
判
決
）
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

　
⑵
　
選
挙
の
無
効
に
つ
い
て
の
判
断

　
　
�　
上
記
⑴
を
踏
ま
え
て
，
申
立
人
の
理
由
等
が
本
件
選
挙
の
無
効
と
さ
れ
る
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

　
　
�　
申
立
人
は
，
石
巻
市
議
会
に
よ
っ
て
本
件
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
に
議
会
だ
よ
り
N
o72が

市
内
全
戸
に
配

布
さ
れ
た
こ
と
は
公
選
法
等
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
�　
第
一
に
，
議
会
だ
よ
り
N
o72の

全
戸
配
布
に
つ
い
て
で
あ
る
が
，
当
該
議
会
だ
よ
り
の
配
布
は
石
巻
市
議
会

が
行
っ
た
も
の
で
あ
り
，
仮
に
公
選
法
第
142条

等
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
，
同
議
会
は
「
主
と

し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
」
で
も
な
け
れ
ば
，「
選
挙
の
管
理
執
行
に
密
接
に
関
連
す
る
者
」
に
も
当
た

ら
ず
，
管
理
執
行
上
の
手
続
に
関
す
る
違
反
に
は
該
当
し
な
い
。

　
　
�　
第
二
に
，
そ
の
ほ
か
の
選
挙
無
効
事
由
と
し
て
，
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投

票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
検
討
で
あ
る
が
，
選
挙
人
の
判

断
に
つ
い
て
は
，「
選
挙
に
お
い
て
，
個
々
の
選
挙
人
の
候
補
者
の
選
択
，
投
票
意
思
の
決
定
が
い
か
な
る
要
因

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
は
，
各
人
各
様
」（
最
高
裁
判
所
昭
和
39年
12月
10日

判
決
）
で
あ
っ
て
，
候
補
者
に
よ
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人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
選
挙
運
動
等
を
通
じ
て
把
握
し
た
候
補
者
の
政
見
や
主
張
等
の
様
々
な
判
断
材
料
を
基
に
，
自
ら
の
意
思
に
よ

り
投
票
先
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
議
会
だ
よ
り
は
，
直
接
的
に
投
票
を
依
頼
す
る
か
の
よ
う

な
趣
旨
は
見
受
け
ら
れ
ず
，
か
つ
，
そ
の
内
容
は
他
の
方
法
で
も
確
認
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
選
挙
人
に
よ
る
候

補
者
の
選
択
に
お
い
て
は
，
影
響
の
程
度
は
あ
れ
ど
，
そ
の
評
価
の
尺
度
も
各
人
各
様
で
あ
り
，
そ
の
他
の
様
々

な
要
因
と
同
様
に
判
断
材
料
の
一
つ
と
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
，
選
挙
人
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら

れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
が
生
じ
た
と
ま
で
認
め
る
に
足
る
証
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
�　
よ
っ
て
，
申
立
人
の
主
張
は
，
い
ず
れ
も
選
挙
無
効
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」

に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
，
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
原
因
と
な
り
得
な
い
。

２
　
当
選
の
効
力
に
つ
い
て

　
⑴
　
当
選
無
効
の
判
断
基
準

　
　
�　
公
選
法
第
206条

及
び
同
法
第
207条

に
規
定
す
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
当
選
無
効
と
な
る
違

法
事
由
は
，「
当
選
人
決
定
に
つ
い
て
の
違
法
即
ち
，
当
選
人
を
決
定
し
た
機
関
の
構
成
や
決
定
手
続
き
の
違
法
，

各
候
補
者
の
有
効
投
票
数
の
算
定
の
違
法
，
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
に
関
す
る
違
法
等
の
み
が

こ
れ
に
当
た
る
も
の
。」（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
４
年
12月
17日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
公
選
法
第

251条
に
お
い
て
，
そ
の
罰
則
に
該
当
す
る
行
為
に
つ
き
有
罪
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
当
選
を
無
効

と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
，
当
選
人
の
違
反
行
為
の
有
無
及
び
罰
則
の
該
当
に
つ
い
て
の
認
定
判
断
は
，

「
専
ら
刑
事
上
の
訴
追
と
そ
の
結
果
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
，
仮
に
当
該
選
挙
に
関
し
て

公
選
法
上
の
罰
則
に
掲
げ
る
罪
を
客
観
的
に
犯
し
た
と
し
て
も
，
当
選
人
が
そ
の
犯
罪
（
但
し
，
公
選
法
第
251

条
所
定
の
罪
に
限
る
。）
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
，
当
該
選
挙
に
関
し
て
当
選
人
が
現
実
に

右
罰
則
該
当
の
行
為
を
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
理
由
と
し
て
当
該
当
選
人
の
当
選
無
効
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。」（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
４
年
12月
17日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
�　
更
に
，
仮
に
当
選
人
の
行
為
が
公
選
法
の
罰
則
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
，「
当
選
人
が
公
選
法

第
251条

に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
る
等
の
こ
と
の
な
い
以
上
，
そ
れ
が
た
め
に
当
然
に
，
当
選
人
の
当
選
が
無
効

と
な
る
も
の
で
は
な
い
。」（
最
高
裁
判
所
昭
和
30年
５
月
20日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑵
　
当
選
の
無
効
に
つ
い
て
の
判
断

　
　
�　
上
記
⑴
の
と
お
り
，
当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
は
，
当
選
人
ら
の
行
為
が
選
挙
犯
罪
に
該
当
す
る

か
否
か
を
審
理
判
断
し
，
こ
れ
を
理
由
に
当
選
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
�　
よ
っ
て
，
申
立
人
の
主
張
は
，
い
ず
れ
も
当
選
を
決
定
し
た
機
関
の
構
成
や
決
定
手
続
の
違
反
等
に
関
す
る
も

の
と
は
言
え
ず
，
当
選
無
効
と
な
る
違
法
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
，
当
選
無
効
と
す
る
原
因
と
は
な
り
得

な
い
。

３
　
そ
の
他
の
主
張
に
つ
い
て

　
�　
申
立
人
は
，
議
員
だ
よ
り
N
o72の

配
布
に
よ
る
刑
法
違
反
に
つ
い
て
も
主
張
し
て
い
る
が
，
刑
法
違
反
と
認
め

ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
，
前
述
の
と
お
り
「
当
選
人
の
行
為
の
右
罰
則
該
当
の
有
無
に
つ
い
て
の
認
定
・
判
断

は
，
専
ら
刑
事
上
の
訴
追
と
そ
の
結
果
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
」（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
４
年

12月
17日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
当
委
員
会
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
�　
ま
た
，
申
立
人
は
，
石
巻
市
議
会
と
市
委
員
会
を
含
む
石
巻
市
当
局
が
共
謀
し
て
い
た
と
主
張
す
る
が
，
職
権
で

入
手
し
た
物
件
等
か
ら
は
恣
意
的
に
議
会
だ
よ
り
の
配
布
時
期
を
変
更
し
た
事
実
な
ど
は
確
認
で
き
ず
，
申
立
人
の

主
観
的
な
主
張
で
あ
り
，
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
理
由
が
な
い
。

　
�　
こ
の
ほ
か
，
申
立
人
は
関
係
者
の
様
々
な
法
令
違
反
を
主
張
す
る
が
，
公
選
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
，
選
挙
管

理
委
員
会
は
，
選
挙
が
公
明
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
選
挙
人
の
政
治
常
識
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
，
選
挙

に
際
し
て
は
，
投
票
の
方
法
，
選
挙
違
反
そ
の
他
選
挙
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
選
挙
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
，
選
挙
の
取
締
に
関
す
る
規
定
を
公
正
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
関
は
，
公
選
法
第
７
条
の

規
定
で
，
検
察
官
，
都
道
府
県
公
安
委
員
会
委
員
及
び
警
察
と
明
記
さ
れ
て
お
り
，「
選
挙
管
理
委
員
会
は
も
と
も

と
選
挙
違
反
に
関
す
る
具
体
的
案
件
に
つ
き
当
該
行
為
が
違
法
で
あ
る
か
否
か
の
審
査
判
断
を
な
す
べ
き
義
務
も
権

限
も
な
く
違
反
行
為
を
取
り
締
ま
る
地
位
に
は
な
い
」（
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
50年
２
月
26日

判
決
）
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
，
い
ず
れ
も
当
委
員
会
の
判
断
は
で
き
な
い
。

　
　
し
た
が
っ
て
，
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

４
　
結
論

　
　
以
上
の
と
お
り
，
申
立
人
が
主
張
す
る
選
挙
無
効
及
び
当
選
無
効
の
審
査
申
立
て
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。

　
�　
よ
っ
て
，
当
委
員
会
は
，
公
選
法
第
216条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年

法

律
第
68号
）
第
45条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

　
　
令
和
４
年
９
月
26日

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
 員
 長
　
　
皆
　
　
川
　
　
章
 太
 郎
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
小
　
　
野
　
　
純
 一
 郎
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
植
　
　
木
　
　
俊
　
　
哉
　
　
　

�
委
　
　
員
　
　
戸
　
　
井
　
　
秀
　
　
一
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�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
―
三
十
四

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
を
し
て
い
る
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。）」
を
「（
次
に
掲
げ
る
育
児

休
業
を
除
く
。）
を
し
て
い
る
職
員
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ�　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す

る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

　
　

ロ�　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す

る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
五
―
四
十
二

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
し
て
い
る
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。）」
を
「（
次
に
掲
げ
る
育
児

休
業
を
除
く
。）
を
し
て
い
る
職
員
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ�　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す

る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

　
　

ロ�　

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す

る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
四
十
八

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
後
八
週
間
」
を
「
以
後
一
年
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
―
四
十
六

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
後
八
週
間
」
を
「
以
後
一
年
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
七
―
二
十

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

育
児
休
業
条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
た
場
合

　

第
三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
第
二
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
三
十
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一�　

前
文
中
「
基
づ
き
、」
の
次
に
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
及

　

び
」
を
加
え
る
。

二�　

二
の
㈣
を
同
㈤
と
し
、
同
㈠
か
ら
㈢
ま
で
を
同
㈡
か
ら
㈣
ま
で
と
し
、
同
㈠
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

㈠�　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め

る
特
別
の
事
情
を
定
め
る
こ
と
。

三　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
四
年
十
月
一
日

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１１２号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
４
年
９
月
30日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

令
和
４
年
11月
４
日
か
ら

令
和
４
年
12月
28日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
３
年
、
令
和
４
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
９
月
30日
（
金
）
か
ら
令
和
４
年
10月
14日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
４
年
９
月
30日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）
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そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１１7号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
42条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
４
年
９
月
30日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
講
習
実
施
日
時

　
　
令
和
４
年
11月
24日
（
木
）
か
ら
同
月
29日
（
火
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
を
除
く
。）
の
４
日
間

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
30人

４
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
�　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を

受
け
付
け
、
予
約
番
号
を
付
与
す
る
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
勤
務
先
に
つ
い
て
聴
取
）。

　
　
�　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。
ま
た
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間

内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
10月
17日
（
月
）
か
ら
同
月
21日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
10月
17日
か
ら
20日
ま
で
は
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
の
み
午
後
３
時
ま
で
）

５
　
受
講
手
続

　
⑴
　
申
込
み
受
付
期
間

　
　
　
令
和
４
年
10月
24日
（
月
）
か
ら
同
月
28日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
�　
事
前
申
込
み
の
際
に
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提

出
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
及
び
代
理
人
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
　
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
�　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
68の
項
に
基
づ
き
、

39,000円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

８
　
そ
の
他

　
⑴
�　
講
習
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
等
の
状
況
に
よ
り
、
延
期
又
は
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
る
。

　
⑵
　
受
講
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
対
策
（
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
等
）
を
徹
底
す
る
こ
と
。


